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議会への報告について 

 

平成２０年４月１日より改正された地方教育行政の組織及び運営に

関する法律２７条において、教育に関する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果について議会に提出するとともに、

広く公表することとされました。厚真町教育委員会では、同法に規定す

る教育事務の点検評価を実施するにあたり、教育に関して学識経験を有

する者並びに公募による者で構成する厚真町教育委員会外部評価委員

会を設置しました。 

厚真町教育委員会においては、第３次厚真町総合計画及び厚真町教育

計画に掲げる施策のうち、学校教育グループ所管の１２事務事業と社会

教育グループ所管の１８事務事業についての内部評価を行いました。 

そして、７月１７日及び８月２１日の２日間にて、点検・評価シート

による外部評価委員会の審議を経て、意見を頂いたものであります。 

つきましては、本町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検・評価の内容をとりまとめて、報告書として議会に提出するものであ

ります。 

 

平成２１年９月１日 

 

厚真町教育委員会 

委員長 宮西政志 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）    

（教育に（教育に（教育に（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）    

第 27 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1 項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 3 項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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１．厚真町教育委員会外部評価委員会の会議の経過 

 

第１回 厚真町教育委員会外部評価委員会 

 日 時：平成２１年７月１７日（金） 午前１０時～午後５時 

 場 所：青少年センター２階相談室 

 委員出席者：委員４人中３人 

 説明出席者：生涯学習課長、生涯学習課参事、学校教育グループ主幹 

       学校教育グループ主査、社会教育グループ主査 

 日 程：１．委員に対し、教育長から委嘱状を交付 

     ２．会長及び副会長の選任 

     ３．点検・評価  

       各事業（３０事業）の説明と質疑 

 

第２回 厚真町教育委員会外部評価委員会 

日 時：平成２１年８月２１日（金） 午後１時３０分～午後３時３０分 

 場 所：青少年センター２階相談室 

 委員出席者：委員４人中４人 

 説明出席者：生涯学習課長、生涯学習課参事 

 日 程：１．点検・評価 

       各事業の点検・評価の確認、まとめ 

     ２．意見・報告 

       まとめ 

 

意見書提出 

日 時：平成２１年８月２１日（金） 午後４時００分 

 場 所：青少年センター２階相談室 

 委員出席者：委員４人中４人 

 教育委員会出席：教育長、生涯学習課長、生涯学習課参事 
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２．点検評価について 

  

（１）点検評価対象年度 

    平成２０年度 

  

（２）点検評価の方法 

点検・評価については、初めに「第３次厚真町総合計画」及び

「厚真町教育計画」に示されている各種の教育施策並びに従来よ

り継続している事務事業等を確認し、学校教育グループ所管の１

２事務事業、社会教育グループ所管の１８事務事業、合わせて３

０事務事業の「点検及び評価シート」を作成しました。次に、教

育委員会が準備等、運営面、事業内容、財政面、目的達成度の５

つの項目の内部評価を行い、検証の終えた５項目について次の点

数を付し、総合的な評価を決定いたしました。    

    

要改善―１要改善―１要改善―１要改善―１    要検討―２要検討―２要検討―２要検討―２    妥当―３妥当―３妥当―３妥当―３    良好―４良好―４良好―４良好―４    的確―５的確―５的確―５的確―５    

 

次に、外部評価委員会が内部評価を終えた事務事業を、各担当

者からの説明や質疑応答を経て再評価することで、評価の客観性

を確保することにいたしました。 
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３．意見書 

 

外部評価委員会の意見 

 

厚真町教育委員会の事務事業の点検・評価をした結果、学校教育グル

ープ所管の事務事業については、法律及び制度に沿っておおむね適正に

執行されているが、今日、新しい時代を生きる子供たちの教育の充実が

問われている中で、児童生徒の立場に立った諸制度の運用に今後とも十

分配慮する必要がある。また、教育の充実とともに教育に携わる教職員

が良好で安心して働ける住宅環境の整備も必要であり、計画的な維持管

理に努める必要がある。 

学校給食センターの管理運営では、食は健やかな体や心を形成する源

であると同時に、学ぶ意欲の助長、さらには、食を通して地域産業や自

然への理解の醸成に結びつくものであり、本町の優れた学校給食は今後

とも大切に守り育てる必要がある。 

社会教育グループ所管の事務事業については、少年教育振興をはじめ

文化振興及び体育振興のための多岐に亘る事業が展開されており、これ

らについてはおおむね適正に執行されているが、スポーツセンター・ス

タードームなどの大型施設にあっては、経年劣化に伴う大規模修繕が必

要となっており、計画的な補修の実施に努める必要がある。 

 今後、教育委員会ではこの事務事業の点検・評価の内容を十分精査し、

教育行政の質的向上に向けて一層の創意・工夫が講じられると共に、厚

真町教育計画の達成に関係者の最大限の努力を期待します。 

 

平成２１年８月２１日 

 

 

厚真町教育委員会外部評価委員会 

委 員 長  細 川 隆 雄 

副委員長  河 口 富士雄 

委  員  伊 藤 美弥子 

委  員  山 家 拓 也 

 


